
あまりに甘い安全判断 

 

写真は中日新聞 3月 29 日朝刊 1 面。大阪高裁が「高浜 

再稼働を容認」と。悲しいかな、これが今の司法の現実

なのか。まずは標題の朝日新聞 29 日社説を紹介しておく。 

原子力規制委員会の新規制基準や電力会社の安全対策

に理解を示し、合理的だと結論づける。安全に対する意

識が、福島第一原発の事故前に戻ったような司法判断だ。

関西電力高浜原発 3、4 号機（福井県）の運転を差し止めた大津地裁の仮処分決定につ

いて、大阪高裁は関電側の訴えを認め、決定を取り消した。 

焦点の一つは事故後にできた新規制基準への考え方だ。大津地裁は、福島事故の原因

究明が「道半ば」で基準が作られたとし、安全の根拠とすることを疑問視。新基準を満

たしただけでは不十分とした。きのうの高裁決定は福島事故の基本的な原因は各事故調

査委員会の調べで明らかにされているとし、新基準についても「原因究明や教訓を踏ま

えたもの」と評価、「不合理とはいえない」と正反対の判断を示した。さらに耐震安全

性のための補強工事についても、高裁は「規制委が規制基準に適合していると確認した」

とし、「相当の根拠にもとづいている」と評価した。関電が耐震設計の基本とした基準 

地震動に疑問を呈した地裁の決定とは全く逆だ。 

あまりに電力会社の言い分に沿っていないか。規制基準は正しく、それに適合さえし

ていれば安全だと言わんばかりだ。技術面で素人である住民や一般の人が不安に感じる

なら、納得が得られるよう安全性を追い求める。そうした姿勢の大切さが、事故の示し

た教訓だったはずだ。住民の避難計画についての判断もそうだ。今の計画について「様々

な点でいまだ改善の余地がある」と指摘しながら、対策が検討されていることを理由に

追認した。複合災害や渋滞などで避難できないのではないかという住民の不安を、正面

から見据えたものとは到底いえない。 

行政手続きさえ整っていればよく、安全は専門家の判断にゆだねよというなら、司法

の役割は何なのか。福島事故から 6 年。甚大な被害を国民が目の当たりにした今、裁判

所として原発にどう向き合うか。大阪高裁はどこまで突き詰めて考えたのだろう。 

決定を受け、関電は高浜 3、4号機の再稼動に向けた準備に入る。だが関電も国も「こ

れで安全性にお墨付きが得られた」ととらえるべきではない。福井県に多くの原発が集

まる集中立地のリスクや、使用済み燃料の処分など、議論は不十分だ。山積する問題を

残したまま、再稼動に突き進むことは許されない。 

                              (2017 年 4 月 1 日) 


